
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 財 政 委 員 会 

令和４年１月 14日 

総務部 資料２番 

所管 総務部内部統制推進担当課長 

大田区内部統制取組報告書 【概要】 

 

１ 概要 

・内部統制について、新しいものを構築することではなく「業務を適切に、そして効率的に行える 

よう、リスク管理の視点からルールを整備し、守る仕組み」と定義。 

・リスクマネジメントの視点から、ルールの整備とルールを遵守した業務遂行を念頭に、内部統制 

を推進していく。 

 

 

 

１ 目指す目標と到達点 

・内部統制機能の充実及び運用を図るため「大田区内部統制取組方針」を定め、事務事業の適正

な執行をより確固たるものとし、「区民から信頼される区政」の実現を目指す。 

・目的達成のためには、内部統制の意識を醸成し、所属長を中心に全職員が主体的に取り組み、 

内部統制が機能することが求められる。 

   

 

２ 今後の方向性と取り組み  

 

事務事業の適正な執行をより確固たるもの

とし、「区民から信頼される区政」を実現

区における内部統制の推進により、

各所属でのリスク管理の体制を強化

内部統制の意識を醸成し、所属長を中心に

全職員が主体的に内部統制に取り組む

内部統制のＳＴＥＰＵＰ

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３

区政を取り巻く環境の変化を十分に踏まえ、内部統制の段階的なレベルアップを目指す！

内部統制を推進するための体制を整備し、

職員の内部統制に対する意識を醸成

○大田区内部統制取組方針の策定

○内部統制推進体制の確立

○庁内広報

○研修の実施

○全部局共通リスクの共有

地方自治法の一部改正により、都道府県

及び指定都市において内部統制の導入が

義務化

内部統制に職員が主体的に取り組む環境

を醸成し、リスク管理の体制を強化

リスク対応能力の向上やＤＸなどにより、

効率的かつ効果的に業務を遂行し、区民

から信頼される区政を実現

○「内部統制取組報告書」の作成

○「（仮称）内部統制推進リーダー」の設置

○各部局における業務とリスクの見える化

○業務マニュアル等の見直し、整備

○リモートワーク等の働き方改革

○電子申請等の拡大

○地方自治法の規定に準じた「内部統制

評価報告書」の作成

○各部局におけるリスク対応能力向上

による事務処理ミスや事故の削減

○ＩＣＴ等の活用による業務の自動化・

標準化などによる業務プロセスの改革

労働人口減少やＤＸ（デジタル・トラン

スフォーメーション）の進展への対応

事務事業の適正な執行をより確固たるものとし、「区民から信頼される区政」を実現

新型コロナウイルスの影響による新たな生

活様式や行動様式への対応

到達点

目標

整備・運用

環境変化

内部統制 

【到達点（目的）】 

【目  標】 

【取  組】 

内部統制を推進していくための整備・運用 

 

・職員の意識向上や所属における主体的なリスク管理を促すため、研修実施や庁内広報、リスクの

未然防止及び再発防止につながる取り組みを実行した。 

 

 

・令和元年６月１日に大田区内部統制取組方針を策定し、区における内部統制を推進するため、 

区長を会長とした大田区内部統制推進会議を中心とする推進体制を確立した。 

 

第１ 区の内部統制（Ｐ１） 

 

第２ 内部統制の整備（Ｐ２～３） 

第３ 内部統制の運用（Ｐ４～24） 

第 4 今後の内部統制（Ｐ25～26） 

 

１ 大田区内部統制取組方針の策定 

２ 内部統制推進体制の確立 

（１）大田区内部統制推進会議（区長を会長とした、内部統制の推進に関する事項の決定機関） 

（２）統制機能部門連携会議（全部局に共通する事務の所管所属による、情報共有の場） 

（３）全部局（大田区内部統制推進会議での決定内容を推進） 

１ 令和元年度における区の内部統制  

２ 令和２年度における区の内部統制 

 【主な取り組み】 

  （１）研修の実施、庁内への広報及び情報提供 

  （２）監査指摘事項に対する内部統制の取り組み 

  （３）「自己点検チェックリスト」の活用 

  （４）業務手順書（業務マニュアル）等の整備状況に関する調査 

３ 統制機能部門における内部統制 

全部局の内部統制を支援する総務課、人事課、経理管財課、会計管理室等のリスク対応状況 

４ 事務事業の見直し 

  （１）全事務事業の見直し 

  （２）業務処理自動化ツール（ＲＰＡ）による実証実験の実施 

 


